
政
令
第
七
号

消
防
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す

る
。消

防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
八
条

防
火
対
象
物
が
次
に
掲
げ
る
当
該
防
火
対
象
物
の
部
分
で
区
画
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
区
画
さ
れ
た
部
分
は
、

こ
の
節
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
防
火
対
象
物
と
み
な
す
。

一

開
口
部
の
な
い
耐
火
構
造
（
建
築
基
準
法
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
耐
火
構
造
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
床
又
は

壁
二

床
、
壁
そ
の
他
の
建
築
物
の
部
分
又
は
建
築
基
準
法
第
二
条
第
九
号
の
二
ロ
に
規
定
す
る
防
火
設
備
（
防
火
戸
そ
の
他

の
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
防
火
上
有
効
な
措
置
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
措
置
が
講
じ
ら
れ

た
も
の
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）



第
十
一
条
第
二
項
中
「
主
要
構
造
部
」
を
「
特
定
主
要
構
造
部
」
に
、
「
第
二
条
第
五
号
」
を
「
第
二
条
第
九
号
の
二
イ
」

に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
二
項
第
三
号
た
だ
し
書
及
び
第
二
十
五
条
第
一
項
第
三
号
中
「
主
要
構
造
部
」
を
「
特
定
主
要
構
造
部
」
に

改
め
る
。

第
三
十
四
条
の
三
中
「
主
要
構
造
部
」
の
下
に
「
（
建
築
基
準
法
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
主
要
構
造
部
を
い
う
。
）
」

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
資
す
る
た
め
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
九
号
）
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
六
年
四
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。




